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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気処理システムにおける動作中に連続的に少なくとも一つの紫外光源の強度を検出す
ること、
　強度を表す信号をコントローラに印加すること、
　検出強度に応じたデータをデータ記憶装置に記憶すること、
　ユーザ出力端末装置が最初に、少なくとも一つの紫外光源のクリーニングを必要とする
クリーニング表示を発生すること、
　前記ユーザ出力端末装置が第二に、少なくとも一つの紫外光源の交換を必要とする交換
表示を発生すること、
　コントローラが、紫外光源のクリーニング完了及び少なくとも一つの紫外光源の交換完
了の少なくとも一方を表すメンテナンス完了表示を受信すること、を含み、
　前記クリーニング表示を発生することは、前記メンテナンス完了表示を受信すること、
及びメンテナンス完了表示の受信直後に少なくとも一つの紫外光源の強度を検出した後に
行われ、
　前記コントローラは、紫外光源の交換直後の検出強度を基準とする百分率計算により定
まる閾値を紫外光源の強度が下回るときに前記クリーニング表示を発生する、
　紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項２】
　空気処理システムにおける動作中に連続的に少なくとも一つの紫外光源の強度を検出す
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ること、
　強度を表す信号をコントローラに印加すること、
　検出強度に応じたデータをデータ記憶装置に記憶すること、
　ユーザ出力端末装置が最初に、少なくとも一つの紫外光源のクリーニングを必要とする
クリーニング表示を発生すること、
　前記ユーザ出力端末装置が第二に、少なくとも一つの紫外光源の交換を必要とする交換
表示を発生すること、
　コントローラが、紫外光源のクリーニング完了及び少なくとも一つの紫外光源の交換完
了の少なくとも一方を表すメンテナンス完了表示を受信すること、を含み、
　前記交換表示を発生することは、前記メンテナンス完了表示を受信すること、及び前記
クリーニング表示が少なくとも１回発生された後に少なくとも一つの紫外光源の強度を検
出した後に行われ、
　前記コントローラは、紫外光源の交換直後の検出強度を基準とする百分率計算により定
まる閾値を紫外光源の強度が下回るときに前記クリーニング表示を発生する、
　紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項３】
　少なくとも一つのセンサ及び出力装置を備えるコントローラを有する紫外線空気処理シ
ステムのメンテナンス方法であって、
　連続的に少なくとも一つの紫外光源の強度を検出すること、
　少なくとも一つの紫外光源のクリーニング完了を表すメンテナンス完了表示を受信する
こと、
　前記メンテナンス完了表示の受信後の最初の検出強度が第一の閾値以上である場合には
、紫外光源の交換を必要とする交換表示を出力しないこと、
　前記メンテナンス完了表示の受信後の最初の検出強度が第一の閾値未満である場合には
、紫外光源の交換を必要とする交換表示を出力すること、
　前記メンテナンス完了表示の受信後の最初の検出に続く検出時の検出強度が第二の閾値
未満である場合には、紫外光源のクリーニングを必要とするクリーニング表示を出力する
こと、を含み、
　前記第二の閾値は、紫外光源の交換直後の前記検出強度を基準とする百分率計算により
定まる、
　紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項４】
　第二の閾値が、第一の閾値より低い強度に相当している、
　請求項３記載の紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項５】
　少なくとも一つの紫外光源が、換気プレナム内に複数のランプを備えた、
　請求項１～４のいずれか一項記載の紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項６】
　少なくとも一つの紫外光源が、少なくとも一つのキッチン排気フードの下流にあるチャ
ンバー内に複数のランプを備えた、
　請求項１～５のいずれか一項記載の紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項７】
　コントローラが、プログラム可能なデジタルコントローラである、
　請求項１～６のいずれか一項記載の紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項８】
　排気フード、及び請求項１～７のいずれかの方法を実施するように構成されたコントロ
ーラ、を有することを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれかの方法を実施するように構成されたコントローラ。
【請求項１０】
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　請求項１～７のいずれかの方法を実施するための命令を記録したコンピュータ読み取り
可能な媒体。
【請求項１１】
　空気処理システムが、キッチン排気システムを備えた、
　請求項１０記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１２】
　空気処理システムが、キッチン排気システムを備えた、
　請求項９記載のコントローラ。
【請求項１３】
　空気処理システムが、キッチン排気システムを備えた、
　請求項８記載のシステム。
【請求項１４】
　空気処理システムが、キッチン排気システムを備えた、
　請求項１～7のいずれか一項記載の方法。
【請求項１５】
　メンテナンス完了表示が、メンテナンスを要求されるまでの予測時間を含む、
　請求項１０記載の媒体。
【請求項１６】
　メンテナンス完了表示が、メンテナンスを要求されるまでの予測時間を含む、
　請求項９記載のコントローラ。
【請求項１７】
　メンテナンス完了表示が、メンテナンスを要求されるまでの予測時間を含む、
　請求項８記載のシステム。
【請求項１８】
　メンテナンス完了表示が、メンテナンスを要求されるまでの予測時間を含む、
　請求項１～７のいずれか一項記載の方法。
【請求項１９】
　紫外光源からの光出力を連続的に検出すること、
　光出力が第一のレベルに低下した際には、紫外光源のクリーニングを必要とするクリー
ニング表示を出力すること、
　紫外光源をクリーニングしたことの第一の検出と、第一の検出後における第二のレベル
以下の光出力の第二の検出とに応じて、紫外光源の交換を必要とする交換表示を出力する
こと、を含み、
　紫外光源の交換直後の前記検出強度を基準とする百分率計算により定まる閾値未満の第
一のレベルに光出力が低下した際に前記クリーニング表示が出力される、
　紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項２０】
　前記交換表示を出力することは、前記第一の検出後に行われる前記第二の検出に応じて
実行される、
　請求項１９記載の紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項２１】
　少なくとも一つの紫外光源が、換気プレナム内に複数のランプを備える、
　請求項１９または２０記載の紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項２２】
　少なくとも一つの紫外光源が、少なくとも一つのキッチン排気フードの下流にあるチャ
ンバー内に複数のランプを備える、
　請求項１９～２１のいずれか一項記載の紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
【請求項２３】
　コントローラがプログラム可能なデジタルコントローラである、
　請求項１９～２２のいずれか一項記載の紫外線空気処理システムのメンテナンス方法。
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【請求項２４】
　排気フード及び請求項１９～２３のいずれか一項記載の方法を実施するように構成され
たコントローラを有するシステム。
【請求項２５】
　請求項１９～２３のいずれか一項記載の方法を実施するように構成されたコントローラ
。
【請求項２６】
　請求項１９～２３のいずれか一項記載の方法を実施するための命令を記録したコンピュ
ータ読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、２０１０年１２月５日に出願された“紫外線モニタリングシステム、方法及び
装置”に関する米国仮出願第６１／４１９，８６７号の利益を主張し、該出願の全体は本
願に参照文献として組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、汚染物を分解又は滅菌するのに紫外線を用いる濾過システムのメンテナンス
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　本発明は、汚染物を分解又は滅菌するのに紫外線を用いる濾過システムのメンテナンス
に向けられる。
【発明の概要】
【０００４】
　複数の実施形態において、ＵＶ空気処理システム用の制御システム、特にキッチン排気
システムのようなヒュームストリームを清掃するために用いる制御システムは、光強度の
変化に基づくＵＶ光源における清掃メンテナンスの必要性を発見する。かかるシステムは
さらに、クリーニング後の（光）強度の低下が、ＵＶ光源を交換すべきかどうかを決める
場合に、ＵＶ光源を清掃する毎に光強度を検出する。清掃及び取替えの必要条件はユーザ
インターフェースで自動的に表示される。
【０００５】
　本発明の実施形態にかかる目的及び利点は添付図面と共に考察する以下の説明から明ら
かとなる。
【０００６】
　以下、同じ参照番号が同じ要素を示している添付図面を参照して複数の実施形態につい
て詳細に説明する。添付図面は必ずしも同じスケールで描かれていない。該当箇所には、
潜在する特徴の説明に役立つように幾つかの特徴は例示していない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態による紫外線空気処理システムを示す。
【図２】本発明の実施形態によりマップされた対応する制御システムの出力による強度測
定を時系列で示す。
【図３】本発明の実施形態によるＵＶ光源に対するメンテナンス必要条件を表示する過程
のフローチャートを示す。
【図４】本発明の別の実施形態によるＵＶ光源に対するメンテナンス必要条件を表示する
過程のフローチャートを示す。
【図５】強度レベルの変化に応ずるための異なるスキームを示す図２の変形例である。
【図６】多数のランプを含むＵＶ光源からの強度データを取得する撮像システムを示す。
【図７】記載した実施形態のいずれにも使用可能である過程の一部を示すフローチャート
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である。
【図８】本発明の実施形態による出力表示の一例を示す。
【図９】ＵＶ光源をメンテナンスするための清掃ポイント及び交換ポイントを判断するた
めのスキームを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　幾つかの適用において、電球（ランプバルブ）のような紫外線（ＵＶ）源は汚れる傾向
がある。例えば、一つの適用、すなわちキッチン排気システムにおいて、業務用厨房のよ
うなキッチンからの油煙に油滴が現れる。グリースフィルタは、大きな滴を捕捉するだけ
なので、油滴を除去するには殆ど効果はなく、かかる油煙中には多くの汚染物質が生成さ
れることになる。油煙を生成する非常に微細な油滴を分解するのにはＵＶ（紫外線）が使
用できる。処理を行うため、ＵＶランプは、油煙に晒されなければならない。しかし、微
細粒子はＵＶランプの表面に堆積する傾向があり、それらＵＶランプの出力を低下させる
ことになる。
【０００９】
　本発明は、時間の経過につれてＵＶ源の強度をモニターして、汚れているＵＶ源の清掃
時期、及び検出強度の履歴事項に基づきＵＶ源の交換時期をメンテナンスオペレータに対
して指示を出すインテリジェントな検出及びメンテナンスアドバイザーデバイスである。
【００１０】
　図１を参照すると、換気処理装置１０４は汚染大気１１８を受け取る。汚染大気（空気
）は換気処理装置１０４を通って流れ、汚染大気１１８はＵＶ源１０からの光に晒される
。そして処理空気１２０は換気処理装置１０４から出ていく。センサ１０２は、センサ１
０２に入射する光１１２を検出することにより、ＵＶ源１０からの光強度を連続してモニ
ターする。一実施形態では、センサ１０２は、ファン１１４によって換気処理装置１０４
内へ強制される清浄大気のフラッシュストリーム１１６により汚染から保護され、それに
より、換気処理装置１０４内の汚染物質がセンサ１０２に堆積するのを防いでいる。
【００１１】
　コントローラ１００は、センサ１０２を定期的に検査して、センサ１０２から読み取っ
た記録を作り、この記録は不揮発性メモリ１０８（ＮＶＭ：Non-Volatile Memory；例え
ばフラッシュメモリ）に記憶される。次にまた図２を参照すると、（鋸歯状）曲線４０は
、強度対時間の軸線に従ってセンサ１０２によって表示された光強度の履歴を示している
。新しいＵＶ源１０は１で示す出力を発生する。ＵＶ源からの光がポイント１１で示すよ
うに閾値強度３９以下に下がると、コントローラ１００は、ＵＶ源１０を清掃するよう指
示を発生する。新しいＵＶ源は、失効したＵＶ源又は一つ以上の失効したＵＶ源との交換
の結果であり得る。かかる指示は、ユーザインターフェース１０６（ＵＩ：User Interfa
ce）、例えばＬＣＤディスプレイ又は“清掃”と表示したランプに出力され得る。記憶し
た閾値レベルと検出したレベルとの比較は、コントローラ１００でなされ得る。閾値レベ
ルは、コントローラでなされた百分率計算によるＵＶ源１０の交換の際に得られ得、例え
ば閾値は新しいＵＶ源１０の強度の５０％であり得る。
【００１２】
　ＵＶ源１０をクリーニングすることにより２で示すように比較的高い強度が得られるが
、しかしその強度は示したように新しいランプの強度１より低い。クリーニングしたＵＶ
源１０が使用されるにつれて、その強度は、１２で示すように閾値レベル３９まで再び下
がり、２２で示すようにクリーニングすべき信号が再び発生される。サイクルは繰り返さ
れ、強度ポイント１４、１５に対応してクリーニングすべきとの指示が２３、２４で出力
される。相応した清掃強度のレベル３、４、５は時間の経過と共に徐々に下がる。ポイン
ト１６で再び閾値レベルになる時点で、ＵＶ源を交換する指示２６が出力され、この時点
において、強度はポイント６におけるレベルに回復される。さらに、強度閾値を交差する
時間は徐々に短くなり、ＵＶ源の交換を必要とする代わりの指針をもたらす。
【００１３】
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　クリーニングの指示は最新のサイクル強度、例えば記憶した強度値２と閾値強度３９と
のパーセンテージの差によって決められ得る。この差が予定量を超えると、コントローラ
１００はクリーニングするように信号を発生する。差がこの予定レベル以下である場合に
は、ＵＶ源、例えばバルブ（電球）を交換する指示が発生される。こうしてサイクルはコ
マンド２６、２７、２８を介して繰り返され、こうして汚れポイント１７、１８、１９と
一致すると、清掃ポイント７、８、９のレベルに出力を回復する。このプロファイルは漠
然と繰り返される筈である。予定の強度値は不揮発性記憶装置１０８に記憶され得る。強
度値以外のデータも記憶され得る。例えば、クリーニング指示以降の経過時間は記憶され
得る。
【００１４】
　クリーニング又は交換指示が出力されると、システムは、メンテナンス作業が行われた
ことの指示のために待機する。例えば、ＵＶ源をクリーニングした後、現在出力されてい
るメンテナンス指示（クリーニング又は交換）をリセットするためユーザインターフェー
スを通じてユーザはコマンドを入力してもよい。代わりに、システムは、強度の変化及び
リセット自体を検出し得る。例えば、上限閾値は、それを超えた際にＵＶ源が適切にクリ
ーニングされたことを表示するように画定され得る。ＵＶ源が適切に交換されたことを表
示して、上限閾値より高い別の上限閾値が画定され得る。上記した上限閾値の一方又は両
方に応じて、システムは、ＵＶ源の状態をクリーニング又は代わりのＵＶ源に更新しても
よい。コントローラがＵＶ源の状態をリセットするように構成され得る別の方法は、所定
より大きい強度のポジティブな変化を検出することにある。それで、光源が超える特定の
閾値強度を設けるよりはむしろ、リセットは、最後に記録した強度以降の強度のポジティ
ブな変化が所定の量より大きい場合に表示される。
【００１５】
　次に、図３を参照すると、フローチャートは、ＵＶ光源をクリーニング及び交換するメ
ンテナンスステップを出力する手順を示している。ＵＶ源からの光出力は、Ｓ１４におい
て換気システムの通常の動作中に検出される。Ｓ１８では、測定した光出力の現在レベル
或いは履歴傾向から、本明細書に記載したいずれかの基準に従ってクリーニング作業又は
交換作業の必要性を決める。Ｓ２０において、メンテナンス出力が表示されると、制御は
Ｓ２２へ進むか又はＳ１４へ戻る。Ｓ２２では、制御出力のタイプが決められ、Ｓ２４又
はＳ２５において対応した出力が発生され、それぞれ制御は、指示されたようにＳ１０又
はＳ１１へ進む。Ｓ１０及びＳ１１では、それぞれのメンテナンス操作の完了が検出され
、或いはメンテナンス操作の完了を表示するコマンドが受信され、そしてメンテナンスが
済んだことの表示がＳ１２に記憶される。Ｓ１２の動作は、交換操作が本明細書に記載し
た適用可能な実施形態のいずれかの基準に従って必要であるか又は必要であろうかを決め
るために、クリーニング後の強度値又はそれに応じたその他のデータを記憶することを含
み得る。
【００１６】
　次に、図４を参照すると、フローチャートは、ＵＶ光源をクリーニング及び交換するメ
ンテナンスステップを出力する別の手順を示している。コントローラは、ランプ前の検査
以降の経過時間がＳ２１４において、所定の期間ＴＣを超えているかど否かを決める。所
定の期間を超えていない場合には、制御はループするか、或いは、Ｓ２１６において、手
順が実行され、多数のランプの各ランプからの光出力は、各ランプの出力を取得するよう
に実行される。Ｓ２１８において、各ランプの状態は本明細書に記載した基準に従って決
められる。Ｓ２２０において決められたようにメンテナンス出力表示が要求される場合に
は、制御はＳ２２２へ進むか、又はＳ２１４へ戻る。Ｓ２２２において、制御出力のタイ
プが決められ、Ｓ２２４又はＳ２２５において対応した出力が発生され、それぞれ制御は
、指示されたようにＳ２１０又はＳ２１１へ進む。Ｓ２１０及びＳ２１１では、それぞれ
のメンテナンス操作の完了が検出され、或いはメンテナンス操作の完了を表示するコマン
ドが受信され、そしてメンテナンス操作が済んだことの表示がＳ２１２に記憶される。Ｓ
２１２の動作は、交換操作が本明細書に記載した適用可能な実施形態のいずれかの基準に
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従って必要であるか又は必要であろうかを決めるために、クリーニング後の強度値又はそ
れに応じたその他のデータを記憶することを含み得る。
【００１７】
　次に図５を参照すると、システムは、ユーザインターフェースの出力がクリーニングの
必要性を表示し続けている場合を除いて、クリーニング操作が要求される場合にはランプ
の動作をさせ得る。システムはまた、クリーニング表示の出力後に応答がない場合にはフ
ードの動作を阻止し得る。システムは、所定の時間間隔の猶予期間すなわちクリーニング
又は交換する表示の最初の出力後に換気システムの所定の始動回数をもたらし得る。猶予
期間は各表示すなわちクリーニング又は交換に対して異なり得る。一実施形態では、シス
テムは、第一の閾値強度５１を通過した後にクリーニング又は交換の必要性を警告表示す
るが、強度の低下が第二の低い閾値５２を通って低下した後に換気システムの使用を阻止
することで、メンテナンス操作を強制開始するだけである。
【００１８】
　図６及び図７を参照すると、いずれの実施形態でも、アレイ４０２における各ランプ４
００の状態は、カメラなどの画像装置によって同時に又は個別に画像化される。このよう
にして、各ランプの強度は、それぞれ各ランプ４００の光強度を画像処理し且つ区分する
ことにより別個に取得できる。Ｓ４０４及びＳ４０６で示すように、応答において、各ラ
ンプの状況（次回の必要なアクションまでの所定時間として表す）は別個の表示として出
力にリストアップできる。例えば、図８の概念図は、４０８で示すように各ランプ４００
に対する次回のクリーニングまでの予測時間又は表示された交換までの予測時間でＵＩに
よって発生され得る。代わりに、表示されたアクションまでの予測時間に対するデータは
、上述のようにセントラルコントローラへ伝送したデータパケットにリストアップできる
。
【００１９】
　いずれの実施形態においても、クリーニング又は交換の必要条件を表示する出力の代わ
りに、制御システムは、ランプを次回クリーニングする必要性のある時点及びランプを次
回交換する必要性のある時点の予測を行うことができる。かかるシステムは、両方の情報
について出力表示し得る。この情報は、中央換気監視システムへの制御信号として出力さ
れ得、それでＵＶ処理システム用のコントローラは、それ自体の出力ディスプレイやその
他の出力端子を備える必要がないようにしている。インターネット接続型制御システムは
、現在時刻と交換すべき予測時間との間に所定時間が表示される際には一セットの交換源
を自動的にオーダーできる。この特徴は、コントローラ及び汎用コンピュータ（図１、１
０７）で実行するソフトウエア又は汎用制御システム（図１、ＧＰＣＳ１０１）に接続さ
れるソフトウエアを設けることによって満たされ得る。汎用制御システムは、例えば、業
務用厨房又はビルのＨＶＡＣシステム用の制御システムの一部であり得、そして汎用制御
システムにステータス情報及び／又は推奨動作を出力する標準プロトコルを用い得る。
【００２０】
　上述のいずれの実施形態においても、ＵＶ光源の状況は、その他の検出データから推測
され得る。例えば、ランプの光の表面パターンは、一様性の点からすなわち全体の強度よ
りむしろ配光がランプの状態を表すように、その表面上の強度の特定パターンの点から比
較され得る。例えば、光の不規則パターン或いは遮光する一つ以上の“小塊”は適切なカ
メラを用いて撮像されて、例えば換気空気中のヒューム(噴霧流)又はエーロゾル(Aerosol
)による汚れを表示するようにされ得る。
【００２１】
　いずれの実施形態でも、制御システムは、ＵＶ光源の出力におけるその他の異常を検出
するように構成され得る。ＵＶ源の強度の減衰率は、ＵＶ源の上流のフィルタ（図１に１
２７で示す）の動作状態の有用な標識となり得る。例えば、キッチン排気システムでは、
代表的にはＵＶ源によるさらなる処理の前に微粒子をトラップするのにグリースフィルタ
が用いられる。グリースフィルタを省いたり、適切に設けられず、機能が不十分な場合に
は、ＵＶ源の汚れの割合はこれを表示し得る。強度につきまとう異常に高い減少率は、上
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述した情報出力スキームのいずれかにより上記システムのいずれかに表示され得る。
【００２２】
　記載したいずれの実施形態でも、ランプすなわち電源の故障は、上述した性能（perfor
mance）及びメンテナンス作業の診断と共に、上記ＵＩシステムのいずれかによって検出
され表示され得る。
【００２３】
　代表的な動作シナリオにおいて、換気システムは、ＵＶ源を交換した直後から始動され
る。換気システムは、連続して或いは多種多様なサイクル（キッチン動作の多様な食事時
間のサイクルやオフィス換気システムの日内周期のような）において作動される。各運転
サイクル中に一度以上或いは非周期的で連続して動く換気システムの連続運転中に時々、
ＵＶ源の強度が取得される（或いは別に例えば光源はそれぞれの実施形態によって画像化
され得る）。複数の実施形態において、ＵＶ源又は各要素（例えばランプ）は、例えばク
リーニングまでの稼働時間及び交換までの稼働時間として表わせる予測状況を備え得る。
これらの値は、強度データにおける履歴傾向に基づいて更新され得る。他の複数の実施形
態では、強度データは、一つのランプ又は単一ＵＶ源の交換表示又はクリーニング表示の
ような予測すなわち“必要動作”出力を発生するために最初に記憶されそして任意の選択
時間に用いられ得る。次回のクリーニング及び／又は交換までの見積り稼働時間の代わり
に、利用予約に基づいた経過時間が計算され出力され得る。
【００２４】
　動作シナリオにおいて、連続した状況表示は要求に応じて或いは自動的に発生され得る
。例えば、次回のクリーニングまでの見積時間は、連続出力され得又は閾値（例えば図５
の閾値５１）を交差することに応じて出力され得、或いはメンテナンス操作が必要になる
までの予想時間に応じて出力され得る。
【００２５】
　図９を参照すると、コントローラによる予想状況すなわちメンテナンス・イベント、任
意の様々な技術を用いてなされ得る。例えば、メンテナンス操作までの予想時間はそれぞ
れのポイント間に最も良く合ったラインから導出され得る。図９において、一つポイント
が実際のクリーニング又は交換（品）６０２の後の強度を表し、もう一つのポイントが実
際のクリーニング６０４の後の強度を表す二つのポイントは、交換のための予想した閾値
６１２に対して最も良く合ったライン（さらに多くのポイントがある場合には、少なくと
も四角形又は他のスキームに従って最も良く合ったライン）を引きかつ推定でき、それに
より予想した交換ポイント６１０を決めることができる。同様に、動作中又は基準期間６
２３中の折々に生じる複雑な強度測定値は、予想したクリーニングポイント６０８に推定
され得る。時間の尺度は稼働時間すなわち経過した実時間であり得る。
【００２６】
　複数の実施形態によれば、本発明は、紫外線空気処理システムをメンテナンスする方法
を包含する。この方法は、空気処理システムにおける動作中の連続した複数の時点におい
て、少なくとも一つの紫外光源の強度を検出ことを含む。本方法はさらに、強度を表す信
号をコントローラに印加すること及びデータ記憶装置における検出強度に応じてデータを
記憶することを含む。ユーザ出力端末装置におけるコントローラは、最初に、少なくとも
一つの紫外光源のクリーニングを必要とする表示を発生する。ユーザ出力端末装置におけ
るコントローラは、次に、少なくとも一つの紫外光源の交換を必要とする表示を発生する
。コントローラは、メンテナンス表示が紫外光源のクリーニング完了及び少なくとも一つ
の紫外光源の交換完了のすくなくとも一方を示す信号であるメンテナンス表示を受け取る
。少なくとも一つの紫外光源がクリーニングを必要とする表示を発生する発生動作は、メ
ンテナンス表示直後の少なくとも一つの紫外光源の強度に応じてメンテナンス表示及び記
憶データに応じて行われる。
【００２７】
　複数の実施形態によれば、本発明は、紫外線空気処理システムをメンテナンスする方法
を包含する。この方法は、空気処理システムにおける動作中の連続した複数の時点におい
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て、少なくとも一つの紫外光源の強度検出を含む。本方法はさらに、強度を表す信号をコ
ントローラに与えること及びデータ記憶装置における検出強度に応じてデータを記憶する
ことを含む。コントローラは、最初に、ユーザ出力端末装置において、少なくとも一つの
紫外光源のクリーニングを必要とする表示を発生する。コントローラは、次に、ユーザ出
力端末装置において、少なくとも一つの紫外光源の交換を必要とする表示を発生する。コ
ントローラは、メンテナンス表示が紫外光源のクリーニング完了及び少なくとも一つの紫
外光源の交換完了の少なくとも一方を表す信号であるメンテナンス表示を受け取る。少な
くとも一つの紫外光源の交換を必要とする表示の発生（動作）は、少なくとも一つの紫外
光源のクリーニングを表示するコントローラによって多様なメンテナンス表示を受け取っ
た場合に、紫外光源ランプの交換を必要とする表示が発生されるように、多数の時点にお
ける少なくとも一つの紫外光源の強度に応じた記憶データ及びメンテナンス表示に応じて
行われる。
【００２８】
　複数の実施形態によれば、本発明は、紫外線空気処理システムをメンテナンスする方法
を包含する。本方法は、少なくとも一つのセンサと出力装置とを備えるコントローラを有
し、本方法を実施するように構成されるシステムに適用する。本方法は、連続した複数の
時点において少なくとも一つの紫外光源の強度を検出することを含む。本方法はさらに少
なくとも一つの紫外光源がクリーニングされたことを示す表示を受け取ることを含む。検
出強度が受信後の最初の検出時に第一の閾値より上である場合には、コントローラはメン
テナンス表示を出力しない。検出強度が受信後の最初の検出時に第一の閾値より下である
場合には、コントローラは、紫外光源を交換するように表示するメンテナンス表示を出力
する。検出強度が受信後の最初の検出時に引き続く検出時の第二の閾値より下である場合
には、コントローラは、紫外光源をクリーニングするように表示するメンテナンス表示を
出力する。
【００２９】
　上記の方法において、第一の閾値は第一の閾値より低い強度に相当していてもよい。
　複数の実施形態によれば、本発明は、コントローラを備える紫外線空気処理システムを
メンテナンスする方法を包含する。コントローラは、少なくとも一つのセンサと出力装置
とを有し、そして連続した複数の時点において少なくとも一つの紫外光源の強度を検出す
ることを含む方法を実施するように構成される。本方法はさらに、少なくとも一つの紫外
光源がクリーニングされたことを示す表示を受け取ることを含む。検出強度が受信後の最
初の検出時に閾値より上である場合には、コントローラはメンテナンス表示を出力しない
。検出強度が受信後の最初の検出時に閾値より下である場合には、コントローラは、紫外
光源を交換するように表示するメンテナンス表示を出力する。検出強度が受信後の最初の
検出に続く検出時に閾値より下である場合には、コントローラは、紫外光源をクリーニン
グするように表示するメンテナンス表示を出力する。
【００３０】
　いずれの方法においても、少なくとも一つの紫外光源は、換気プレナム内に多数のラン
プを備え得る。少なくとも一つの紫外光源は、少なくとも一つのキッチン排気フードの下
流にあるチャンバー内に多数のランプを備え得る。コントローラはプログラム可能なデジ
タルコントローラを含み得る。
【００３１】
　複数の実施形態によれば、本発明は、上記のいずれかの方法を実施するためのコントロ
ーラ及び排気フードを有するシステムを包含する。複数の実施形態によれば、本発明は、
上記のいずれかの方法を実施するように構成したコントローラを包含する。複数の実施形
態によれば、本発明は、上記のいずれかの方法を実施するために、幾つかの教示を記録し
たコンピュータ読み取り可能な媒体を包含する。
【００３２】
　上記媒体は、空気処理システムがキッチン排気システムを備える教示事項を含み得る。
上記コントローラは、キッチン排気システムを備えるシステムにおいて動作するために構
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成され得る。空気処理システムは、上記いずれかの実施形態においてキッチン排気システ
ムを含み得る。メンテナンス表示は、メンテナンスを必要とするまでの時間予測を含み得
る。
【００３３】
　複数の実施形態によれば、本発明は、紫外線空気処理システムをメンテナンスする方法
を包含する。当該方法は、多数の時点おいて紫外光源からの光出力を検出することを含む
。検出時の多数の実例を示すデータにおける最初の傾向から、必要な最初のメンテナンス
・アクション（保守アクション）は、光源からの光出力を向上させるように決められ、必
要なメンテナンス・アクションの表示を出力する。本方法はさらに、最初のメンテナンス
・アクションの性能を検出することを含む。最初のメンテナンス・イベントの性能を検出
することと組み合わせて多数の検出例を表すデータの第二の傾向から、本方法は、必要な
第二のメンテナンス・アクションを決め、そしてそれに応じた第二のメンテナンス・アク
ションの必要性がある表示を出力する。
【００３４】
　性能の検出は、最初のメンテナンス・アクションの完了を表す光出力の変化を検出する
ことを含み得る。最初のメンテナンス・アクションは紫外光源をクリーニングすることを
含み得る。第二のメンテナンス・アクションは紫外光源を交換又は修理することを含み得
る。出力することは、それぞれ最初の及び第二のメンテナンス・アクションの必要性を表
すメッセージをユーザインターフェース上に表示することを含み得る。性能の検出は、最
初のメンテナンス・アクションの完了を表すユーザ入力を受け取ることを含み得る。
【００３５】
　複数の実施形態によれば、本発明は、紫外線空気処理システムをメンテナンスする方法
を包含する。本方法は、紫外光源からの光出力を多数の時点において検出すること及び光
出力が第一のレベルまで低下した際に、紫外光源をクリーニングする必要のある表示を出
力することを含む。紫外光源をクリーニングしたことの検出及び紫外光源をクリーニング
したことの検出とほぼ同時に第二のレベル以下の光出力の検出に応じて、紫外光源の変更
を必要とする表示がコントローラによって出力される。紫外光源の変更を必要とする表示
出力は、紫外光源をクリーニングした検出とほぼ同時に引き続き呼応して行われ得る。少
なくとも一つの紫外光源は、換気プレナム内に多数のランプを備え得る。少なくとも一つ
の紫外光源は、少なくとも一つのキッチン排気フードの下流にあるチャンバー内に多数の
ランプを備え得る。コントローラはプログラム可能なデジタルコントローラであってもよ
い。
【００３６】
　複数の実施形態によれば、本発明は、排気フード及び任意の方法を実施するためのコン
トローラ又は任意の方法を実施するために構成したコントローラを有し、或いは任意の方
法を実施するために教示事項を記録したコンピュータ読み取り可能な媒体を有するシステ
ムを包含する。
【００３７】
　上述のモジュール、プロセス、システム及びセクションはハードウエア、ソフトウエア
によりプログラムされたハードウエア、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体に記
憶したソフトウエア命令或いはそれらの組合せにおいて実行できることが認められる。例
えば、メンテナンス操作を表示する方法は、例えば、非一時的なコンピュータ読み取り可
能な媒体に記憶した一連のプログラム学習を実行するように構成したプロセッサを用いて
実行できる。例えば、プロセッサは、限定されるものではないが、パーソナルコンピュー
タ又はワークステーション或いはプロセッサ、マイクロプロセッサ、マイクロコントロー
ラ装置を含む、或いは例えば特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）のような集積回路を含む制御
ロジック回路から成る他の計算システムを包含できる。命令は、ジャワ（Ｊａｖａ）、Ｃ
++、Ｃ♯ネットなどのようなプログラミング言語に従って設けられた原始コード命令から
作ることができる。命令はまた、例えばＶｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ（商標）言語、Ｌａｂ
ＶＩＥＷ、或いは別の構成の又はオブジェクト指向プログラミング言語に従って設けたコ
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ード及びデータオブジェクトを備えることができる。プログラム学習のシーケンス及びそ
れと組み合わさったデータは、限定されないが読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラ
ム可能な読み出し専用メモリ（ＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラムマブルＲＯＭ（Ｅ
ＥＰＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、ディスクドライ
ブなどのような任意の適切なメモリ装置であり得るコンピュータメモリすなわち記憶装置
のような非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体に記憶できる。
【００３８】
　さらに、モジュール、プロセス、システム及びセクションは、シングルプロセッサとし
て或いは分散型プロセッサとして構成できる。さらに、上記のステップはシングルプロセ
ッサ或いは分散型プロセッサ（シングル及び／又はマルチコア）において実行され得る。
また、上記実施形態の種々の図面に記載したプロセス、モジュール及びサブモジュールは
、多重コンピュータ又はシステムをわたって分散され得、或いはシングルプロセッサ又は
システムに共に配置され得る。本明細書で記載するモジュール、セクション、システム、
手段又はプロセスを実施するのに適した典型的な構造上の実施形態例について以下に説明
する。
【００３９】
　上述のモジュール、プロセッサ又はシステムは、プログラム汎用コンピュータ、マイク
ロコードでプログラムした電子装置、ハードワイヤ（ハードウェア内蔵型）アナログロジ
ック回路、コンピュータ読み取り可能な媒体に記憶したソフトウエア又は信号、光コンピ
ュータ、電子及び／又は光学装置のネットワークシステム、専用計算装置、集積回路装置
、半導体チップ、並びにソフトウエアモジュール或いは例えばコンピュータ読み取り可能
な媒体に記憶したオブジェクト又は信号として実行できる。
【００４０】
　方法及びシステム（或いはそれらのサブ構成要素又はモジュール）の実施形態は、汎用
コンピュータ、専用コンピュータ、プログラムマイクロプロセッサ又はマイクロコントロ
ーラ及び周辺集積回路要素、ＡＳＩＣ又はその他の集積回路、デジタル信号プロセッサ、
離散要素回路のようなハードワイヤ電子回路又はロジック回路、プログラマブルロジック
デバイス（ＰＬＤ）、プログラマブルロジックアレイ（ＰＬＡ）、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブルアレイロジック（ＰＡＬ）デバイスなど
のようなプログラムドロジック回路で実施され得る。一般に、本明細書に記載した機能す
なわちステップを実行できる任意のプロセスを用いて、方法、システム或いはコンピュー
タプログラム製品（非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体に記憶したソフトウエア
プログラム）の実施形態を実施できる。
【００４１】
　さらに、記載した方法、システム及びコンピュータプログラム製品の実施形態は、例え
ば種々のコンピュータプラットフォームにおいて使用できるポータブルソースコードを提
供するオブジェクト又はオブジェクト指向ソフトウエア開発環境を用いたソフトウエアに
おいて完全に又は部分的に容易に実施され得る。代わりに、記載した方法、システム及び
コンピュータプログラム製品の実施形態は、例えば標準ロジック回路又は超大規模集積回
路（ＶＬＳＩ）設計を用いたハードウエアにおいて部分的に又は完全に実施できる。その
他のハードウエアやソフトウエアを用いて、システムの速度及び／又は効率要件、特定の
機能、及び／又は使用されることになる特定のソフトウエア又はハードウエアシステム、
マイクロプロセッサ、或いはマイクロコンピュータに依存した実施形態を実施できる。方
法、システム及びコンピュータプログラム製品の実施形態は、任意の公知の或いは後で開
発されるシステム又は構造体、装置及び／又はソフトウエアを用いたハードウエア及び／
又はソフトウエアにおいて、換気制御及び／又はコンピュータプログラミング技術の一般
的な基礎知識により記載した機能内容から当業者によって実施できる。
【００４２】
　さらに、記載した方法、システム及びコンピュータプログラム製品の実施形態は、プロ
グラムされた汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ等において実行
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【００４３】
　従って、本発明によれば、紫外線空気処理装置をモニターするシステム、方法及び装置
が提供される。多くの代替え、変更及び変形は本発明によってなされ得る。記載した実施
形態の特徴は、本発明の範囲内で結合したり、再構成したり、省略したりして付加的な実
施形態を作ることができる。さらに、ある特定の特徴は、しばしば、その他の特徴の対応
する使用なしに利点をもたらすのに用いられ得る。従って、出願人は、本発明の精神及び
範囲内である全ての代替え、変更、同等及び変形を含めようとしている。
【符号の説明】
【００４４】
　１０４：換気処理装置
　１１８：汚染大気
　１０：ＵＶ源
　１２０：処理空気
　１０２：センサ
　１１２：光
　１１４：ファン
　１１６：清浄大気のフラッシュストリーム
　１００：コントローラ
　１０８：不揮発性メモリ
　４０：（鋸歯状）曲線
　１１：ポイント
　３９：閾値強度
　１０６：ユーザインターフェース
　３：清掃強度のレベル
　４：清掃強度のレベル
　５：清掃強度のレベル
　２６：コマンド
　２７：コマンド
　２８：コマンド
　１８：汚れポイント
　１８：汚れポイント
　１９：汚れポイント
　７：清掃ポイント
　８：清掃ポイント
　９：清掃ポイント
　５１：第一の閾値強度
　５２：第二の低い閾値
　４００：ランプ
　４０２：アレイ
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